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大垣市上石津地域

簡易水道事業位置図
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令和 元 年 9 月

令和 5 年 月

令和 2 年度 令和 11

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・年齢構成等＞

-             4              　～30歳 1              -             3              

31～40歳 3              6             5              2             16             

51～60歳 2              10            8              5             25             

41～50歳 4              3             3              2             12             

改 定 日 ：

区分 企画経営課 水道課 下水道課 浄化センター 合　計

61歳～　 -              3             -              1             4              

施 設 能 力 3,577 ㎥／日 施 設 利 用 率 48.98

水 源 　表流水、伏流水、地下水、湧水

施 設 数
浄水場設置数

大垣市簡易水道事業経営戦略（素案）

団 体 名 ： 大垣市

事 業 名 ： 大垣市簡易水道事業

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

地方公営企業法全部適用
現 在 給 水 人 口 4,970

有 収 水 量 密 度 317

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭和29年4月1日 計 画 給 水 人 口 5,950

8
管 路 延 長 60.696 千ｍ

配水池設置数 13

料金体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

　一般家庭、事業所、またメーターの口径にかかわらず一律料金

区　　分 金　額

　基本料金（使用水量 10㎥／月まで） 648円／月

　超過料金（使用水量 11㎥／月以上） 173円／㎥

料 金 改 定 年 月 日 令和2年4月1日

（単位：人）

合計 10             22            19             10            61             

浄化センター  運転管理、施設管理

企画経営課  上水道経理、下水道経理、料金

水道課  配水設備、施設整備、維持改良

水道部

下水道課  計画、管路整備、施設管理、維持管理、排水設備、普及
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（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析　：　 別　紙　の　と　お　り

２．将来の事業環境

（１）給水人口、給水戸数の予測

（２）

（３）

水需要の予測

① 推計にあたっての基本方針
　・大垣市人口ビジョンに示される目標数値を基本に、より厳しく見積もった数値（「国立社会保障・人口問題研究所」による大垣市の人口推計
　　（H30.3月）及び岐阜県の世帯数推計（H31.4月）をもとに、直近の実績を加味した独自の推計値）を用いました。
② 推計結果
　・令和11年度末時点で市全体の人口を152,036人（令和元年度末比 △9,087人、△5.6％）と見込みました。なお、近年の実績を鑑み、上石津地域は
　　大垣・墨俣地域と比較してより急速に人口減少していくものとし、令和11年度末時点で4,308人（令和元年度末比 △1,031人、△19.3％）と見込み
　　ました。
　・令和11年度末時点で市全体の世帯数を70,556戸（令和元年度末比 ＋3,466戸、＋5.2％）と見込みました。なお、上石津地域は、令和11年度末時
　　点で1,818戸（令和元年度末比 △191戸、△9.5％）と見込みました。
　・上記の人口・世帯数の見込みをもとに、給水人口・給水戸数を算出しています（令和11年度末 給水人口：4,299人 給水戸数：1,931戸）。
　・なお、令和2年度以降の給水戸数について、事務所を含めた数値としています。

これまでの主な経営健全化の取組

① 給水区域内に設置されていた7つの簡易水道及び飲料水供給施設を、2つの簡易水道に統合し、施設運営の効率化を図っています。
　 ・平成23年4月より、上石津北部地域の牧田簡易水道、一之瀬和田簡易水道、平井飲料水供給施設を統合し、上石津北部簡易水道としました。
　 ・平成28年4月より、上石津南部地域の多良簡易水道、西山簡易水道、時簡易水道及び延坂飲料水供給施設を統合し、上石津南部簡易水道としました。
② 平成18年度より、料金関係業務全般を、大垣地域・墨俣地域を所管する水道事業に委託し、スケールメリットを生かした経費節減を図っています。
　 また、受託先の水道事業においては、窓口・検針・開閉栓・徴収・滞納整理業務等を民間に委託し、人件費の削減を図るとともに、民間のノウハウを
　 活用しています。

　ただし、最新のものとして、令和3年度決算分となります。

 ・（１）で求めた給水人口に、過去5年間（新型コロナウイルスの影響を受けた令和2年度及び3年度を除く）の一人当たりの年間有収水量の平均値
　（H30～R4 98.554㎥）を乗じて算出しました。結果、令和11年度の年間総有収水量を418,686㎥（令和元年度末比 △103,021㎥、△19.7％）と見込
　 みました。
 ・全体的な減少傾向の中、令和3年度までの有収水量の実績は概ね当初計画値を上回っている（R3当初計画値：505,003㎥ → R3実績値：
　 519,630㎥ ＋14,627㎥ ＋2.9％）ものの、令和4年度は当初計画値を下回り、令和5年度以降も減少する見込み（R11当初計画値：431,607㎥ →
 　R11改定計画値：418,686㎥ △12,921㎥ △3.0％）です。
 ・なお、令和6年度以降は、小中学校の統合に伴う有収水量の減少等を見込み当初計画値を下方修正する結果となりました。

使用料収入の見通し

 ・（１）、（２）で求めた給水人口、給水戸数及び年間総有収水量の予測をもとに、使用料収入の見通しを立てた結果、使用料改定を実施しなかった
　 場合の令和11年度の使用料収入は、56,120千円（税抜き、令和元年度比 △11,170千円、△16.6％）となりました。
 ・本事業は、計画期間終期の令和11年度に基準外繰入金を解消することを目指した段階的な使用料改定の途上にあり、現状、多額の基準外繰入金に依
　 存している状況です。これを受け、令和2年度には、平均改定率8.0％の使用料改定を実施しており、これに続く使用料改定が必要となります。
 ・なお、令和4年6月から令和5年3月まで原油価格などの物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、水道基本料金の免除を実施したことにより、令和4年
　 度の使用料収入の実績値は54,714千円ですが、財源を一般会計から全額補填しているため、補填額を加算した額で表記しています。
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（４）元利償還金、基準外繰入金の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

　 大垣市簡易水道事業は、「大垣市新水道ビジョン」における本市水道事業の基本理念である「水都大垣未来へ すんだ水（安全）、いつまでも
 （持続）、とぎれぬ（強靭）、水道目指します」をもとに、事業運営の徹底した効率化、経営健全化に努めてまいります。
 　ただし、合併以後、老朽化していた施設を集中的に改良・改善してきた結果として、その元利償還金の負担が令和5～8年度にピークを迎えるな
 か、上石津地域の急激な人口減少により使用料水準の維持が困難であることから、基準外繰入金解消のための使用料改定を実施します。
　 具体的には、令和2年4月の使用料改定（＋8.0％）に引き続き、令和8年4月及び令和11年4月の計2回、それぞれ＋8.0％（合計で＋16.6％）の使
 用料改定を実施することを基本方針とします。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

 ・本事業は、合併後の平成20年度より、供用開始後40～50年経過し老朽化していた施設を集中的に改良・改善してきており、これまでに、延坂飲料水
 　供給施設改良事業（H20～H21、36年経過、総事業費：約0.5億円）、一之瀬和田浄水場改良事業（H23～H26、42年経過、総事業費：約1.9億円）及び
 　牧田浄水場改良事業（H25～H30、56年経過、総事業費：約4.9億円）を、企業債を財源に実施してきました。
 ・その結果、今後、その元利償還金が加速度的に増大し、償還のピークとなる令和5～8年度には、6千万円近くになる見込みです。
 ・そのため、使用料改定を実施しなかった場合、その収入減と相まって、基準外繰入金が増大していくことが確実です。
 ・なお、令和4年度については、原油価格などの物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、水道基本料金を免除したことにより、一時的に繰入金が増加
　 しております。

①　収支計画のうち投資についての説明

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標
 　安全で良質な水道水を安定供給するため、新水道ビジョン及び水道施設整備計画に基づき計画的な更新を実施
 してまいります。
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【浄水場施設等の更新について】

　　浄水場施設等については、施設・設備を細分化したうえで健全性を詳細に評価し、機器ごとの更新基準の見直しや、重要度・優先度を踏まえた更新投資

　の平準化を実施し、令和22年度までの整備計画を作成しました。

　　施設の更新では、令和4年度に多良高区浄水場急速ろ過機更新工事が完了しました。令和10年度以降には時浄水場改良事業を予定しており、計画期間中

　の投資額は今後の物価の上昇等を踏まえ当初計画値より増加（当初計画値：227,100千円 → 改定計画値：294,029千円 ＋66,929千円 ＋29.5％）となる見

  通しです。

（単位：千円／税込み）

R2決算 R3決算 R4決算 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

-       -       -       -       -       -       -       -       16,000 36,000 52,000

-       -       40,480 -       -       -       -       -       -       -       40,480

21,850 19,240 7,559 21,100 22,000 21,900 22,000 22,000 21,900 22,000 201,549

21,850 19,240 48,039 21,100 22,000 21,900 22,000 22,000 37,900 58,000 294,029

 ※　上記計画数値を投資・財政計画に計上するにあたっては、実績率（請負率）を反映させています。

【水道管の更新・耐震化について】

　　重要管路（基幹的な管路と、災害時の優先給水先（学校など）までの配水管路）について、老朽度、優先度、費用対効果を総合的に勘案し、令和15年度

　までの更新計画を作成しました。令和4年度には時地区が完了し、今後は、牧田地区を予定しており、計画期間中の投資額は令和4年度までの決算結果等を

　踏まえ、当初計画値より減少（当初計画値：201,600千円 → 改定計画値：194,089千円 △7,511千円 △3.7％）となる見込みです。

（単位：千円／税込み）

R2決算 R3決算 R4決算 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

施工延長 234ｍ -       273ｍ -       -       -       -       -       -       -       507ｍ

事 業 費 14,850 -       20,221 -       -       -       -       -       -       -       35,071

施工延長 -       395ｍ -       330ｍ 350ｍ 185ｍ 185ｍ 186ｍ -       -       1,631ｍ

事 業 費 -       19,118 -       18,900 21,500 20,100 20,100 20,200 -       -       119,918

施工延長 -       -       -       -       -       -       -       -       223ｍ 204ｍ 427ｍ

事 業 費 -       -       -       -       -       -       -       -       20,400 18,700 39,100

施工延長 234ｍ 395ｍ 273ｍ 330ｍ 350ｍ 185ｍ 185ｍ 186ｍ 223ｍ 204ｍ 2,565ｍ

事 業 費 14,850 19,118 20,221 18,900 21,500 20,100 20,100 20,200 20,400 18,700 194,089

 ※　上記計画数値を投資・財政計画に計上するにあたっては、実績率（請負率）を反映させています。

区　分

時浄水場改良事業

多良高区浄水場急速ろ過機更新工事

その他浄水場機器更新工事

合　計

区　分

時地区重要管路更新

牧田地区重要管路更新

多良地区重要管路更新

合　計
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②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

 　現状を維持した場合、合併以後、老朽化していた施設を集中的に改良・改善してきた結果として、元利償還金の負担
 が令和5～8年度にピークを迎えますが、上石津地域の急激な人口減少により使用料水準の維持が困難であることから、
 事業運営の徹底した効率化、経営健全化による支出抑制を行ったとしても、基準外繰入金の増大は避けられない状況で
 す。
 　よって、元利償還金のピークとなる令和5～8年度の基準外繰入金を最小限に抑えつつ、計画期間終期の令和11年度に
 基準外繰入金を解消できるよう、令和2年4月の使用料改定（＋8.0％）に引き続き、令和8年4月及び令和11年4月の計2
 回、それぞれ＋8.0％（合計で＋16.6％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。

【料金について】
　・元利償還金のピークとなる令和5～8年度の基準外繰入金を最小限に抑えつつ、経営戦略計画期間終期の令和11年度に基準外繰入金を解消できるよう、
    令和2年4月の使用料改定（＋8.0％）に引き続き、令和8年4月及び令和11年4月の計2回、それぞれ＋8.0％（合計で＋16.6％）の使用料改定を実施する
    ことを基本方針とします。
　・結果、使用料改定を実施した場合の令和11年度の使用料収入は、64,702千円（税抜き、令和元年度比 △2,588千円、△3.8％）となりました。

　
                  　　　　　※　R4は6月から3月まで原油価格・物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、水道基本料金の免除を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施したことにより、R4の使用料収入の実績値は54,714千円ですが、財源を一般会計から全額補

　　　　　　　　　　　　　　　　　　填しているため、補填額を加算した額で表記しています。

【企業債について】
　・整備計画をもとに、時浄水場改良事業、重要管路更新工事及び令和11年度の浄水場機器更新工事の一部に企業債の借入を実施します。
　・令和4年度に実施した多良高区浄水場急速ろ過機更新工事の借入が、自己資金の活用等に伴い当初計画より大幅に減少したものの物価高騰等の
　　影響に伴い投資事業費が当初計画から増加することにより、計画期間中に合計235,800千円の借入となり当初計画の186,500千円を大幅に修正す
　　ることとなりました。
　・なお、同期間中に418,534千円の償還をするため、計画終期（令和11年度）の企業債残高は808,793千円となります。これは、当初計画の760,391
　　千円を大幅に修正することとなりますが、企業債残高がピークであった平成29年度末残高（1,027,054千円）と比較した場合、218,261千円、
　　21.3％の減となります。
　
　

【繰入金について】
　・合併以後、老朽化していた施設を集中的に改良・改善してきた結果として、その元利償還金が増大することにより、使用料改定を実施した
　　としても基準外繰入金は発生します。
　・ただし、計画期間中に使用料改定を実施すれば、計画終期（令和11年度）には基準外繰入金を解消でき、令和12年以降に工事実施を予定し
　　ている時浄水場改良事業に備えることができます。
　・なお、令和4年度については、原油価格などの物価高騰に伴う経済負担の軽減策として、水道料金の基本料金を免除したことにより、一時
　　的に繰入金が増加しております。
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　地方公営企業法を適用したことによって、固定資産台帳の整備が完了しアセットマネジメント計画の策定が
可能であるため、今後、当該計画の策定を推進していきます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 　アセットマネジメント計画の策定により、将来における水道施設全体の更新需要を掴むとともに、さらに踏

み込んだ更新基準の見直しや重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化が可能となるため、その一環として
施設・設備の廃止、統合及び合理化を検討していく予定です。

【委託料について】
　・量水器取替業務委託料については、計画期間中の量水器取替個数を積算し、直近3ヵ年（R2～R4）の平均単価を乗じて算出しています。

【修繕費について】
　・浄水場施設等及び水道管に関する整備計画をもとに、必要な更新と維持補修を適切に組み合わせ資産管理していくことを念頭に計画期間中の修
　　繕計画を見直し、これをもとに経費計上しています。

【動力費について】
　・年間総有収水量をもとに年間総配水量を推計したうえで、令和5年度から契約を開始した電気料金単価を使用し算出しています。
　・計画期間の動力費は当初計画値を大幅に上回る推計（当初計画値：99,479千円 → 改定計画値：135,323千円 ＋35,844千円 ＋36.0％）となり
    ました。

【人件費について】
　・上石津地域の簡易水道事業に関する業務については、平成18年に合併した大垣・墨俣地域を所管する水道事業所属職員によって実施されている
　　ため、人件費に関する経費計上はありません。

広 域 化
　岐阜県が県下4圏域ごとに「岐阜県水道事業広域連携研究会」を立ち上げており、本市も西濃2市9町で構成
する大垣広域水道圏の一員として参加しています。今後とも、本研究会での検討を通して、広域連携の在り方
を探っていきたいと考えています。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

　現状、資産の有効活用等による収入増加の取組予定はありません。

そ の 他 の 取 組

　今後はＰＤＣＡサイクルにより上記の取組みに対する進捗状況を確認し、計画との乖離が著しい場合には
その原因調査と対策を図ります。また、公営企業等審議会を通じて使用料水準や投資・財政計画の妥当性を
評価し、経営戦略の充実を図ります。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

そ の 他 の 取 組

料 金 　今回の経営戦略計画期間後の令和12年度より時浄水場改良事業を予定していますが、その際にも、次期経
営戦略の策定を通して中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を図
ることが必要です。

企 業 債

繰 入 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

【第1回改定（令和5年度）の概要】
　　主に、次の5項目に重点を置いて、時点修正（最新化）を実施しました。
　　　1)　令和2年度の地方公営企業法の適用以降、現在に至るまでの実態（経理手法等）の反映
　　　2)　直近の動向から見る、最新の人口・世帯数・水需要等の動態予測を反映した料金・使用料収入の
　　　　再算定
　　　3)　今後の水需要等の減少傾向と、施設の更新需要の増加傾向を比較衡量の上、リスク分析に基づく
　　　　現有施設の有効活用・延命化も視野に入れた、建設改良計画の見直し
　　　4)　収支に関しては、令和4年度までの実績を加味した上で、物価上昇等を考慮した動力費（電気料金）
　　　　をはじめとする維持管理費の上昇傾向等の反映
　　　5)　上記全てを反映した上で、「事業の持続可能性」と「経営の健全性」を両立させるための経営健全
　　　　化策（支出抑制や使用料改定等）の再検討

　　なお、使用料改定に関し、改定前の経営戦略においては、令和2年4月を1回目として、その3年後の令和5
　年4月に2回目、その3年後の令和8年4月に3回目の使用料改定を実施することとしていましたが、昨今の原油
　価格などの物価の高騰に伴う市民生活の負担増を鑑み、2回目以降の使用料改定に関しては、当分の間延期
　します。
　　ただし、経営戦略の計画期間内に、本事業が「経営の基本方針」に掲げる目標（基準外繰入金の解消）を
　達成するためには、計画の最終年度である令和11年度までに予定している使用料改定を実施することが不可
　欠であり、当初の予定通り2回に分けて実施するとした場合、最大限延期したとしても、令和8年4月に2回
　目、その3年後の令和11年4月に3回目の使用料改定を実施する必要がありますので、その時点での状況次第
　ではありますが、ひとまず、今回改定いたします経営戦略においては、その旨を反映しています。

（単位：千円／税抜き）

R2決算 R3決算 R4決算 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

8,990 8,223 8,973 6,909 7,341 7,341 7,341 7,341 7,341 5,409 75,209

3,500 4,186 3,127 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 1,364 636 26,448

3,636 3,636 3,636 3,777 3,835 3,704 3,718 3,734 3,754 3,749 37,179

60 48 63 48 46 53 52 52 50 51 523

16,186 16,093 15,799 13,461 13,949 13,825 13,838 13,854 12,509 9,845 139,359合　計

区　分

漏水修理工事

施設修繕工事（計画分）

施設修繕工事（臨時分）

その他修繕工事
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布設年月日 昭 和 29 年 4 月 1 日

給水人口 4,970 人

自 令 和 2 年 4 月

至 令 和 7 年 3 月
（5年間）

　最近１箇年
　間の実績（R4）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

68,017 68,001 68,001

29,794 28,733 28,498 235

97,811 96,734 28,498 68,236

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

-                              -                              -                              -                              

諸 手 当 -                              -                              -                              -                              

福 利 費 -                              -                              -                              -                              

14,543 12,827 -                              12,827

12,100 11,341 -                              11,341

12,935 13,110 -                              13,110

39,578 37,278 -                              37,278

給 料 -                              -                              -                              -                              

諸 手 当 -                              -                              -                              -                              

福 利 費 -                              -                              -                              -                              

3,636 3,704 -                              3,704

1,761 2,301 -                              2,301

5,397 6,005 -                              6,005

給 料 -                              -                              -                              -                              

諸 手 当 -                              -                              -                              -                              

福 利 費 -                              -                              -                              -                              

10,656 10,760 5,756 5,004

31,024 55,326 22,742 32,584

5,441 5,268 -                              5,268

47,121 71,354 28,498 42,856

92,096 114,637 28,498 86,139

3,885

90,024

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 75.5%

＜料金水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の
期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期
の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有し
ている資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

※今回の収支計画から「水道料金算定要領」（日本水道協会）に基づき、令和4年1月25日付け総務省通知『「経営戦略」の推進につ
　 いて』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を参考にして総括原価の算定を行いました。
※資産維持費＝対象資産（R2～6年度末償却未済額の年平均額1,295,025千円）×資産維持率（0.3％）

（料金水準について）
　上記算定の結果、対象経費に対する料金収入の割合が75.5％となり、24.5％の収入が不足している状況です。
　本経営戦略でお示ししたとおり、本事業は基準外繰入金解消のための使用料改定として、令和2年4月の使用料改定（＋8.0％）に
引き続き、令和8年4月及び令和11年4月の計2回、それぞれ＋8.0％（合計で＋16.6％）を行う予定です。

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

小 計

小 計

配
水
及
び
給
水
費

人

件

費

修 繕 費

そ の 他

小 計

一
般
管
理
費

人

件

費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

そ の 他

原
水
及
び
浄
水
費

人

件

費

給 料

電 力 費

修 繕 費

そ の 他

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

計算期間

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額
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